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第１ 指針策定の趣旨

近年、地球規模での環境問題や、食の安全性に対する関心が高まる中で、国民全体が農

業に対して、農薬や化学肥料の使用をできるだけ減らした、より安全で高品質な農産物供

給を求める傾向が強まっている。

こうした中で、道では平成３年から、本道の恵まれた自然条件を生かしながら、有機物

の施用などによる土づくりに努め、農薬や化学肥料の使用を必要最小限にとどめるなど、

環境との調和に配慮しつつ、安全で高品質な農産物の生産を進める農業、いわゆるクリー

ン農業（環境調和型農業）を関係機関・団体と一体となって推進している。

この度、国は、農林漁業に由来する環境への負荷の低減を図るために行う事業活動を促

進する措置等を講ずることを目的として、「環境と調和のとれた食料システムの確立のた

めの環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」を制定し、農林漁業に由来する環境負

荷低減事業活動に取り組む農林漁業者に対して支援措置を講じることになった。

道では、同法第16条に基づき基本計画を策定し、本道で求められる環境負荷低減事業活

動として、当指針による「持続性の高い農業生産方式」を位置づけることで、農業者の環

境負荷低減事業活動の促進を図る。

第２ 持続性の高い農業生産方式について

１ 持続性の高い農業生産方式

持続性の高い農業生産方式とは、土壌の性質に由来する農地の生産力の維持増進その他

良好な営農環境の確保に資すると認められる合理的な農業の生産方式であって、次に掲げ

る技術のすべてを用いて行われるものをいう。

(１) たい肥その他の有機質資材の施用に関する技術であって、土壌の性質を改善する効

果が高いもの

(２) 肥料の施用に関する技術であって、化学的に合成された肥料の施用を減少させる効

果が高いもの

(３) 有害動植物の防除に関する技術であって、化学的に合成された農薬の施用を減少さ

せる効果が高いもの

２ 持続性の高い農業生産方式に係る技術

(１) たい肥その他の有機質資材の施用に関する技術であって、土壌の性質を改善する効

果が高いもの

ア たい肥等有機質資材施用技術

土壌有機物含有量、可給態窒素含有量その他の土壌の性質について調査を行い、

その結果に基づき、たい肥その他の有機質資材であって、炭素窒素比がおおむね１

０から１５０の範囲にあるものを農地に施用する技術

イ 緑肥作物利用技術

土壌有機物含有量、可給態窒素含有量その他の土壌の性質について調査を行い、

その結果に基づき、緑肥作物を栽培して、農地にすき込む技術

(２) 肥料の施用に関する技術であって、化学的に合成された肥料の施用を減少させる効

果が高いもの

ア 局所施肥技術

肥料を作物の根の周辺に集中的に施用する技術

イ 肥効調節型肥料施用技術

肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第２条第２項に規定する普通肥料（以

下「普通肥料」という。）のうち、アセトアルデヒド縮合尿素、イソブチルアルデヒ

ド縮合尿素、オキサミド、被覆加里肥料、被覆窒素肥料、被覆複合肥料、ホルムア
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ルデヒド加工尿素肥料若しくは硝酸グアニル尿素、これらの肥料の１種以上が原料

として配合されるもの又は土壌中における硝酸化成を抑制する材料が使用されたも

のを施用する技術

ウ 有機質肥料施用技術

有機質を原料として使用する肥料を施用する技術

(３) 有害動植物の防除に関する技術であって、化学的に合成された農薬の使用を減少さ

せる効果が高いもの

ア 温湯種子消毒技術

種子を温湯に浸漬することにより、当該種子に付着した有害動植物を駆除する技

術

イ 機械除草技術

有害植物を機械的方法で駆除する技術

ウ 除草用動物利用技術

有害植物を駆除するための小動物の農地における放し飼いを行う技術

エ 生物農薬利用技術

農薬取締法（昭和２３年法律第８２号）第１条の２第２項の天敵であって、同法

第２条第１項又は第１５条の２第１項の登録を受けたものを利用する技術

オ 対抗植物利用技術

土壌中の有害動植物を駆除し、又はまん延を防止する効果を有する植物を栽培す

る技術

カ 抵抗性品種栽培･台木利用技術

有害動植物に対して抵抗性を持つ品種に属する農作物を栽培し、又は当該農作物

を台木として利用する技術

キ 天然物質由来農薬利用技術

有機農産物の日本農林規格（平成17年10月27日農林水産省告示第1605号）別表2に

掲げる農薬（有効成分が化学的に合成されていないものに限る。）を利用する技術

ク 土壌還元消毒技術

土壌中の酸素の濃度を低下させることにより、土壌中の有害動植物を駆除する技

術

ケ 熱利用土壌消毒技術

土壌に熱を加えてその温度を上昇させることにより、土壌中の有害動植物を駆除

する技術

コ 光利用技術

有害動植物を駆除し、又はそのまん延を防止するため、有害動植物を誘引し、若

しくは忌避させ、又はその生理的機能を抑制する効果を有する光を利用する技術

サ 被覆栽培技術

農作物を有害動植物の付着を防止するための資材で被覆する技術

シ フェロモン剤利用技術

農作物を害する昆虫のフェロモン作用を有する物質を有効成分とする薬剤であっ

て、農薬取締法第２条第１項又は第１５条の２第１項の登録を受けたものを利用す

る技術

ス マルチ栽培技術

土壌の表面を有害動植物のまん延を防止するための資材で被覆する技術


